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Smile ＆ Challengeの運動会に！ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

運動会の参観について 
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4年ぶりの杉谷地区との合同運動会本番
を 21 日に控え、学校の練習がスタート

しました。地域のみなさまにも見ていた

だくことから子どもたちの意欲もさらに

高く、一生懸命に Challengeする姿が見

られます。 

 

特に応援合戦は、6年生が中心となって

全員で応援リーダーを支え、低学年に範

を示しながら熱の入った練習ぶりです。

この応援合戦をとおして、学校のリーダ

ーとしての自覚や責任感がさらに高まっ

ていくことに期待しています。 

1年生も入学してまだ一月ですが、が
んばって練習に Smile で参加していま

す。難しいダンスの練習も一生懸命がん

ばっています。本番でのかわいいダンス

が、とても楽しみです。 

 

今年の四小のテーマは「 Smile ＆ 

Challenge」。運動会のテーマの「心を一

つに 燃えろ 杉谷パワー」です。それぞ

れが運動会に向けてのChallenge目標を

持って、地域の皆さんと心を一つに素晴

らしい運動会になるようがんばります。 

学校と地域の合同運動会でもあること
に加え、5月 8日から新型コロナウイル

ス感染症が法律上の5類感染症となった

ことから、運動会への参観者の制限はあ

りません。 
 

なお、参観にあたっては、ご自身の体調
やご家族の状況にあわせて、当日の健康

状態の確認など、個人での感染予防を講

じながらご参加ください。 

児童やみなさまの熱中症対策として午
前中開催としておりますが、年々気温の

上昇が見られます。併せてここ数年屋外

での活動が少なかったことからも、熱中

症対策は、万全にお願いいたします。 
 

また、写真やビデオの撮影は、場所を考
え、競技進行に支障ないように配慮願い

ます。本部テント内や児童を取出しての

撮影もご遠慮ください。 
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【確認】5 類感染症移行後の確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【重要】放課後の過ごし方について 
 
 
 

 
 

 
 

5 月 8日から新型コロナウイルス感染症が法律上の 5類感染症となったことに伴い、

先日、島原市教育委員会より「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイル

ス感染症対策について」お知らせしたところです。そのことに加えて、下記のとおり確

認をお願いします。 

１ 感染者の「出席停止」の取扱いについて 

（１）出席停止の期間は、「発症した後、5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後１

日を経過するまで」となります。なお、出席停止解除後、発症から 10日を経

過するまでは、マスクの着用が推奨されています。 

（２）無症状の感染者については、「検体を採取した日から 5日を経過する 

まで」となります。 

２ 発熱や風邪等の症状がある場合 

（１）登校は無理をせず控えてください。ただし、原則欠席となります。症状が重い

場合は受診をお勧めします。欠席は電話にて連絡してください。その際、症状

を詳しくお聞かせください。 

（２）同居家族に風邪の諸症状がある場合、欠席する必要はありません。 

３ その他 

（１）「濃厚接触者」の特定は行われなくなりますので、家族が感染した 

場合も、出席停止の対象にはなりません。 

（２）マスクの着用の有無によって差別・偏見がないよう、ご家庭でもご指導くださ

い。 

（３）朝の健康観察については、令和 5年 5月 1日付「保健だより TOUGU」でも

お知らせしたとおり 1学期間は継続して行います。 

 

 

放課後の過ごし方について、再度確認
します。 

①社会体育に参加する児童は、授業終了

後、一旦、帰宅することが原則です。

遠距離や家庭の状況により、「放課後

子ども学習室」（金曜日を除く）を利用

することも考えられます。 

②「放課後子ども学習室」の本来の目的

は、学力向上にあり、静かに自習する

ことが原則です。使用上の約束や支援

ボランティアの方の指導を受け入れ

ない場合には、使用を控えていただく

ことがあります。 

 

③公民館は公共の施設であり、利用制限は

ありませんが、子どもたちが利用してい

る図書室は一般の方も使用されます。ま

た、公民館の方は見守り支援ではありま

せんので、事故やけががあった場合は保

護者の責任です。安易に送迎の場所や子

ども同士の遊び場所にならないように十

分にご検討ください。特に、低学年の場

合は、学童保育に預けるなど、安心安全

な過ごし方ができるようご配慮くださ

い。公民館は、地域の全てのみなさまの

「つどう」「まなぶ」「むすぶ」場であり、

子どもが占有する場ではありません。 


